
公募により募集した技術提案書のうち最も優れたものを提出した者を選定し、発注者から

業務等の委託を受ける者の候補者とする手続（以下「公募型プロポーザル方式」という。）を、

次のとおり実施する。 

 

  令和６年１１月２６日 

 

              石狩東部広域水道企業団 

                        企業長 原 田   裕 

 

１ 公募型プロポーザル方式に付す事項 

（１） 業務名 

石狩東部広域水道企業団水道施設維持管理等業務委託 

（２） 業務履行場所 

漁川浄水場（恵庭市盤尻２６４番地の１） 

千歳川浄水場（千歳市新星１丁目１番１）他 

（３） 業務内容 

① 運転操作・監視業務 

② 維持管理・保守点検業務 

③ 薬品等調達・管理業務 

④ 清掃管理業務 

⑤ その他関連する業務 

（４） 委託期間 

委託期間は令和７年４月１日０時０分から令和１２年３月３１日２３時５９分まで

の５年間とする。 

なお、委託契約締結の日から令和７年３月３１日までは業務準備期間とし、受託者

は当企業団及び現受託者より業務の引継ぎを受け、業務の習熟に努めるものとする。

当該業務準備期間に係る受託者の費用は受託者が負担すること。 

 

 

２ 公募型プロポーザル方式に参加する者に必要な資格 

（１） 参加者の構成 

参加者は単一の法人とする。 

（２） 参加資格要件 

参加者は、後記３（１）アの参加資格確認書類提出期間の末日（１月 15日）にお

いて、次の要件を全て満たすこと。 

① 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

しない者であること。 

② 北海道内に本社（又は支店等）を有し、石狩東部広域水道企業団競争入札参

加資格者名簿（物品等）の『「ウ 役務の提供等」「Ｗ 水道施設管理」「１１



８ 浄水施設の管理等」』に登録されていること。 

③ 告示日から受託者決定までの間に、当企業団より指名停止の措置を受けてい

ないこと。 

④ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更正手続開始の申立てが

なされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手

続開始の申立てがなされている者（ただし、会社更生法に基づく更正計画又は

民事再生法に基づく再生計画について、裁判所の認可決定を受けた者を除く）

でないこと。 

⑤ 次に掲げる税を滞納している者でないこと。 

ア 道税（個人道民税及び地方消費税を除く。以下同じ。） 

イ 本店が所在する都府県の法人事業税（道税の納税義務が有る場合を除

く。） 

ウ 消費税及び地方消費税 

⑥ 暴力団関係事業者でないこと。 

⑦ 平成２６年度以降に、浄水能力７２，０００㎥／日以上の凝集沈澱急速ろ過

方式の浄水場において２４時間３６５日体制の運転・維持管理業務の受託実績

を有すること。 

 

 

３ 参加資格の確認 

（１） 参加意向の申し出 

公募型プロポーザル方式に参加しようとする者は、次により参加意向の申出書類

を提出すること。 

ア 提出期間 

令和７年１月７日（火）から令和７年１月１５日（水）まで 

イ 提出方法 

持参 

ウ 提出先 

北海道恵庭市盤尻 264 番地の 1 

石狩東部広域水道企業団 総務課 

（２） 参加資格確認の結果通知 

上記（１）の申し出をした者には、１月１７日（金）までに書面にて確認結果を

通知する。 

 

 

４ 技術提案書の提出期間及び方法 

参加資格が確認できた者は、技術提案書を次により提出すること。 

① 提出期間 

令和７年１月２１日（火）から令和７年１月２４日（金）まで 



② 提出方法 

「７ 問合せ先」の契約担当課へ持参とする。 

 

 

５ 最も優れた技術提案書を提出した者の選定方法 

あらかじめ定めた提案内容の評価方法により、当企業団の職員及び当企業団が水道用水

を供給する団体の職員により構成された審査委員会にて選定する。 

 

 

６ 契約手続 

（１） 委託契約の締結 

当企業団は上記５により選定した者を業務等の委託を受ける者の候補者（以下

「受託候補者」という。）として契約交渉を行い、その結果を基に当該委託の契

約を締結する。 

（２） 受託候補者が委託契約を締結しない場合 

当企業団は、上記（１）の受託候補者との交渉の結果、委託契約締結に至らな

かった場合、審査委員会の評価順位が高い者から順に、次の受託候補者として契

約交渉を行う場合がある。 

 

 

７ 問合せ先 

石狩東部広域水道企業団 

契約担当課 総務課 

業務担当課 維持管理課 

庁舎所在地 恵庭市盤尻 264 番地の 1（〒061-1422） 

電 話 0123-33-2191 

Ｆ Ａ Ｘ 0123-33-2192 

電子メール chousha-1@ishito.jp 

※ 技術提案書に関する質問は所定様式による電子メールのみ 

 

 

８ その他 

（１） 参加意向申出書及び技術提案書の作成、提出に要する費用は、各提出者の負担とす

る。 

（２） 審査結果及び受託候補者名は公表する。 

※ 受託候補者名は最初の候補者のみ公表 

（３） 詳細は別紙「石狩東部広域水道企業団水道施設維持管理等業務委託公募型プロポー

ザル実施説明書」による。 


